
令和6年 11月 27日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官       ヽ

令和15年 (ネ)第 206号 女川原子力発電所運転差止請求控訴事件 (原審。仙台地

方裁判所令和3年 (ワ )第 673号) !

口頭弁論終結 日 令不日
f6年 10月 29日                 ' I

半J i     決

当事者の表示   別紙当事者 目録記載のとお り
｀

 ヽ         主       文

1 本件控訴を棄去「する。  1
2 控訴費用は控訴人らの負担とすると

事
―
実 及 び 理 由

第 1 1控訴の趣旨    | .     |               |
'原判決を取り消す。    ,      :   ・  1

被を訴人は、首城県牡鹿郡女川町塚浜宇前田1において、女川原子力菱電所2

身機を拝転して嘩ないなし
|。                      i

事案の概要 (雰下、略称等は、原則として原判決め表記によると)

事案の要旨'               :

本件はて:被控訴人が設置する東北電力女川原子力発電所 (本件発電所)かいお

おむね半荏5k五を超え36kmの範囲(原子力災書封策重点区域の設定の日蒙

1こ おいて緊急防護措置F準備する区域 (UPZ))内 に居住している控訴人い1

6名 (原審においてはヽ 控訴しなかった1名 を含む17名 )が、被讐訴人に村|、

営城県及び石巻市が策定している原子炉施設における事故の際の周辺住民の避

難計画 (本件避難計画)には実効性がなく、女川原子力発電所2号機 (本件2号

機)は国際原子力機関 (IAE本 )の採用する5辱 ?深層防護の安全碁辛を満た

していないから、その運転再開により控訴人らの人格権が侵害される具体的危険

があるとして、人格権に基づく妨害予防請求として、本件2号機の運転差■めを

求める事案であ
'る
。
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2 原判米及び本件控訴         ,          ・

原判決は、人の:生命 。身体は、それ自体が極めて重要な探護法益であるから、
.

生命i身体に係る人落権が違法に棧害される具体的危険がある場合には、違法な

侵害行為を手防する■め、人格権に基づく妨害予防請求として、当該侵害行為の

差止つを求ゆることができると手ろ、人格権侵害の具体的危険の存在についはヽ

上記差■めを求める控訴人らにおいてこれを主張立証す

^き

責任を負うのであ

り、この点は原子炉施設の運転差止請求においても異なるところはないとしたを

その上で、控訴人らの主張は、本件避難計画|ま実効性を欠いているとし、本件

_2号機にゃぃて放射性物質が異常I手放出される事故が発生した場合には、事故に

より放出された放射性物質による放射線に被ぼくする危険がある手とをも?て :

1挫訴人 らの人格権侵害の具体的危険があるとするものであるが、本イ牛2号機の運

転再開にふうて放射性物質が異常に放出される事故が発生する危[父にういては
|

何ら主張立証がないから〔仮に本件避難計画が実効性を欠くものであつたとして

_も、
1控

訴人らゐ人格権が逮法に侵害される具体的危【父があると認めることはでき

ないとして 控ヽ訴人らの請求を棄却した

控訴人らは、これを不服として本件袢訴を提起した。     I    I

3 読提事実、争点及び争J点に関する当事者の主張
′  i   ｀

1次のとおり補正し、後記4にやいて当
'審

における争ン点とこれに関する当事者の

主張を付加するほかは、源判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要等」

(以下、単に「原判決の第2」 などという。・)の 2(か ら4までのとおりであるか

ら、
・
これを,「用する。                   :

(原判決の補正),        …    |       ―

(1)2頁 1行 日の「弁論の全趣旨」を
'甲

B34の 1定 16Jに改める。 |′

.(2)Ь 頁土よ行日の「 (以十「原災法」という。)」 を肖J除する。   |
(3)6頁 1行 日の末尾の次に、改行して、次のとおり加えると:   I

fウ 本件避難計画を含む女川地域の緊急時対応にらぃては、令和2年 3月 に開
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催されだ第1回女り|1地域原子力防災協議会において、原子力災害対策指針等
:

に照らしくその内容が具体的かつ合理的なものとなうているとの確認がさ

れ、令和2年 o月 に開催され々第2回女川地域原子力防災協議会において、

新型コ■ナウイルス感染拡大を受けて改定された女川地域の緊急時対応の
:

内容についてもく具体的かつ合理的であるとの確認がされ、同月に開催され

.た第 10回原子力防災会議において、そめ肉容がヤ承された .(甲 B16の心

ゐaと 、申B16の 10(甲 B41め I、 乙 1):。 」 :   .'

当碁tとおける争点とこれtと 関する当事者の主張の骨子     i l  '
:当

審におけ冷争′点●        : :     :     |

1本件避難計画が原子力染害対策指針等に照らし、具体的かつ合理的なもので
t

あること
イ
を絶誌した女川地域原子力F方災協議会の判断及びこれを了承した原

子力防災会議の判断の過稗に看過し難い過誤や欠落があるか。

控訴人らの主張の骨子     ノ・   :          |

木件避難計画においては、uPZ内住民が避難又は‐時移転 (必下、と、の両

者を併せて「避難等」ということがある。)する場合、同住民らは、自家用車

又は宮城県等が手酉己したバス等により避難退域時検査場所 (検査所)・ に向かい、

検査所にぉいて放射性物質の付着につき車両等の検査及び必要に応じて簡易

除染を実施の上て避難所受付ステとシヨンに向かい、避難先に移動するための
|

受付等を実施した後、避難先に向かうこととされているも        :

しかし、実際には検査所は開設できないし、開設して、継続で吉ない。また、

ハスの確保と配備もできないから、自家用車で検査所に向かった住民や一時集

合場所でバスを待つ住民は避難することができず、u´ z内に閉じ込められ、
i                       t

多量の放射性物質を浴びることになる。_女川地域原子力防災協議会みびそ,の作

業部会は、この点について全く議論を行つていない。それにもかかわらず、本

件避難計画が原子力災害封策指針等に照らして具体的から合理的であると判

断したこ|と には看過し難い過誤・欠落があり、これを了承した原子力防災会議
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(3)

の判断にも看過 し難い過誤・欠落がある。              :

以上にっいての控訴人らの主張の要旨は(男け紙「当審における争点について

の控訴人らの主張の要旨」のとおりである。

被控訴人の主張の骨子

控訴人らの主張は、段階的避難等を前提とする原子力災害対策指針の防護措

置の考え方を踏まえず、一斉避難を前提とした場合の避難計画の個別の問題,煮

を綾々主張しているものに過ぎず、防災基本計画及び原子力共守■策指針が基

本理念として示す「減災」の考え方に照らしても、女川地域原子力防災協議会

ないし原子力防災会議の判断に看過し難い過誤や欠落があることを主張する

ものとなつていないと i                    f

以上についてづ被控訴人の主張の要旨は、別紙「当審にお tす る争点について

め擦控覗本の事嘱の要旨」「のとゃりであるも   ■           '
当裁判所の判断

当裁判所も控訴人らの請求は理由がなぃと半J断する。その理由は、以下のとゃ

りである。 l       i      :       :

認定事実      ́          ―

次のとおり補正するはかは、原判決「事実及び理由」欄の第3の 1の :と おりで

あるから、これを引用する。             
「

   '・   ・

(原判決の補■)  .   =

(1).11頁 16行 目冒頭から13頁 3行 日末尾までを次のとおり改める。

「(1)原子力安全における深層防護

ア 「深虐防護あ考え方」とは、一般に、安全に姑する脅威から本を守るこ

とを目的として、ある目標を持つたいくつかの障壁 (防護レベル)を用意

して、あるレベルの防護に失敗したら次のレベルで防護するという概念で

あると災害等に対するiあ るrっの対策が完壁に機能するのであれば、対策

:はそれだけで十分なはずであるёしかし、これら対策はある想定に基づい
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て考えられるものであり、その想定から抜け落ちている事項や木知が及ぼ

ないような事項が存在することは否定できなぃ。そのため、事前に十分と

思われた対策でも思いがけない事由で失敗するかもしれないといつ否確

かさの影響を考慮して、月llの対策をムの「方護レベルの対策として繰り導す

こ
‐
とによりヽ 一連の防護策全体の実効性を高めようとするのが深層防護の

概念である。深膚防護の税念は原子ヵ安全に特有のもめではないが(原子

力の利用において

'ま

、炉心に大量め放射性物賛を内,蔵 してしヽる原子炉施設

のように、人と環境に対して大きなリスク源が内在し、かつ、どのように

リ
ー
スクが成在化するのか不確かさも大きいという特徴があることから、不

推かさに姑応じつち('ス″あ讀注ィとを徹底的に防ぐために、1擦唐防護う

概念を適用するこ士が有効と考えられてい0(甲 A95〔 2頁、3頁〕〕)。

イ このように、涼子力玄杢あための深層防護は、事前には十分と思われた

対策で、も思いがけない理由で失敗するかもrしれず、一つ?対策rlすではり1

1ス 歩あ、顕在イとを防ぐこどが冬きないとぃう本確かきの影響を考慮して、放

射線リスクから人と環境を護るための防護策全体の実効性 (成功確率)を

:嵩 めるために適用されるものである (甲 A3.51ビ9頁〕(マ申A36〔 21

頁〕)。 国際原子力機関 (fAЁ A)は、その基本安全原則 (No.尋 F

二1)において、「異なる防護レベルのな立した有効性が(深層防諄の不

苛欠な要素」 (甲 A38〔 13頁〕)と し、INSAGT10(平 成 8年

!て 1つ 9c年))以降、5段階の防護層 (以下、防護層を「防妻レベィレ」

又は単に「レベル」ということがあう` それぞれの「方護虐を「第1あ防護

レベル」又は「第1のレベル」などということがあるも)を設定する深層

防護を未tてぉり、これらは概ね次あように蘭係付けられている
・
(甲 Al

'〔
r l18頁〕(甲 A35〔 7、 3頁〕)・ (以下(こ こで示された深層防護

を、単に「深層防護」ということもある。)。 ・      !

第1層 :異常運転や故障の防止 (そもそもの発端となる異常や故障等のト

5

25



15

20

ラブルの発生を防止するために、実証された技術に基づいて十分

マ余裕のある設計を行うことく必要に応じ地震や飛来物等の値l々 の 、|

誘引事象に対する防護設計を行うこと、高い品質管理シるテムに

基づいて保守管理を行うこと等が図ら:れる。)

第二層 i真常連転の制御及び故障の検知 (ト ラブルが起きた場合にそれを

:直ちに検知して紺応することにより、それが事故に発展するのを

「
防ぐため、運転パラメニタがある許容範囲を超えたときに制御オ奉

| ■を自動挿入して原子炉を停生することィ等が歯られる。):

第9膚 :設計基準中令め事故の侑J仰 (事故に備えて、その影響を緩和する

|ため、例えば、原子炉冷却系の配官ダ破町■
:冷

却水が流中1下

炉,いが空焚きになるような事線に対して)'常用炉Ⅲ冷却系 用々

意|しておくことこまた、放射性物質の衆境今の放出を卜方ぐために1

・   '頑丈で気な性の高ぃ格納容器を用意しておくこと、格納容器が内

.圧
によつて破損するのを防止するために格納容器今却不を用意・ :

: |する|こ
と等が図|れる。)        ~  ‐

第4層 :1事故の進展防止及びシ アゞアクシデントの影響緩和!を含む、過酷

=li 漆フ
。
ラシト状態ゐ制御 (設識基楽を超すような事故状態にならた

ときに備えて、それがシどアテクシデントになるのを防止する々

|  | めの対策及ぴシビアアクシデントにならてしまうた後にその影

. : 
響を緩和するための対策が用意される。「)  |

第5蓬 :方女射J止物質の大規模本方女出|⊇よる放射線影暮の緩和(サイド外の
,                           ,‐      ｀

零急時対応)(放射性留軍界は放射線の異常な放出あるいはその

1  
亮それがある場合にて周辺住貞の健康を防誰する等のたあヽ防災

対策が図られる。)・

:

そして、それぞれ自標を持うた上記第 1層から第1層までの5つ ?防妻

レベルで最善が尽くされることにより、初めて全体としての効果が期待さ

6
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れるものであって、ヽ他の防護ャベルに依存して対策を考えるべきものでは

ないという独立性が必要とされる。            !

ウ イ也方、深層防護におぃては、第 1から第5レベルまで総合力で安全を守
′i             

、(申:A36〔 15、 21真〕)、 この
|るジステム論として考えられており

:■ とを踏まぇると、深層防護F求められる各防護レベルの独立性とは、あ
'

るレベルが機能しなぃことが他?レベルに影響を与えないことを意味す

る|も のであり、各防護レベルが相互に無関係に考えられるドきということ

を意味するもあではなく、各レドルで機能を補完することをな定するもの

でもなャヽ (甲 A35、〔5買〕〔甲A3o〔 L4、 15頁〕)イ 。

かえうて、防護レ入ル全体め性能を高めるためには、防護レベル1からi

Oま でが適切な厚みを■´た|で、各レ

^ル

の防護策がバランスよく配葺
'

Iさ れ,■ら支は二ぅの防叢レベ″1と負担が集中しなぃことが重要であり

(申 A35〔も頁〕(甲A,6〔 24頁〕)、 そのためには、各レドルの

)対応で守れるものと守■ない|のの見極めが必要であると共に (例 えぽ、

事故の影響づ人体に及ぶことく住民の被ぼく)を避けるためにはヽ 第5レ

|ベルの活動は有効であるが、環境

^あ

影響 (放射性物質の殖設外漏埠等)

を防ぐためには、第5ィがFイの活動は無効である〈甲A36〔 15、 17

東〕)と )、 各レベルでそ?対応機能を検討し、準備していく際の他リレ

ベルヘの要求を明らかにしておく必妻がぁり (ヶllえ ば、下々で 諜ヽ備の機

能不全を事業者の対応によちてカバエし` その対応で事故を封じ込められ

ない場合は、′住民避難等の地域防災で対応することが考えられoが、イ也方

おは、第5レベルとして位置付けられる地域防災が有効に働、状況まで、

施設の事故を:マ ントロ~ルするこ|が求められるとも有えられる (甲 43

6(17.頁〕)i。 )、 また、後段の防護レベルの対策を、より有効にすo

たあ、必要に応じて、前段の防護レベル
^の

要求を厳しくすること等も検

討されなければならなぃとされている (申 Aも 6〔 24頁〕)。
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(2)

「

なお、防護レベルは、複数の対策め集合体であり、レベル相互に独立な

効果を発揮することが要求されるが〔個別の対策に対レ狙享性が求められ

るものではない (甲A3o(23耳〕)。:      :

工 以上の観″点からみると、第1なぃし第4の防護レベ″|ま、暴常輝転や故

障を防止し、それが発生した場合に事故に発展することを防止し又は事故

の影響を緩和し(事故あ造行を緩

“

すること等を目標とする施設内の対策

を丙!容 とするものであり (上記イ)、
'第

5の中諄レドルは、i放射性物質の

大規模な棘出による放射線影響の媛不日を目標とする施設外め対策を内容

とするものであり、周辺地域における緊急時対応のための計画策疋~、 導用、

資機材準備、訓練、情報連絡などが実行内容である(甲 A36〔 31頁〕i、

甲A3,7t,8頁〕)と 考え多れる。」!        i
15頁 6行 日冒頭から19行日末尾までを次のとおり改める。

i原子力規常ll委員会が平成24年 19月 31日 に定め、その後順珠改Tされて

きた原手九災害対策指針 (令不日Ьttl l月 1口■蔀弾止後,ものがとll)は、

放射性物質又は放射線め放出とい う特有の現象が生 ■る原子力共害では 原ヽ子 :′

力に関する専門的知識を有する機関の役割、当該機関による指示―、助言等が極

めて重要であること、などの特ア未性を理解し、これを考慮して■般的な災害封策

と連携して対応してしヽく必要があるとした上で(原子ヵ災害事前対策の基本的

考え方として、「原子力災害が発牛した場合にイよ、原子力事業者、国、地方公

共由体等が、住民の健康、生活基盤及び環境への影響を、事態の段階に応じた

長適基方法で緩和しヽ 影響を受けた地球が可能な限り早く通常の社会的。経済

的な活動に復帰できるよう、様々な行動をとらなければならない。これらの行 f

動が、事態の及え階に応じて有効に機能するためには、平時から、適切な緊急時

の計画の整備を行い、訪1練等によつて実行できる.よ
うに、準備を十分に行うて

おく必要がある。Iとする・(乙 11:〔 4(5頁〕)i。

をして、緊急事態にぉける防護措置実施の基本的考え方として、緊急事態ヘ

15
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の対応の状況を、準備段階。初期対応段階。中期対応段階。復旧段階に区分し、

準備段階では
｀
「原子力事業者、国、地方公共団体等がそれぞれの行動計画を策

i定 して関係者に周宍日するとともに、
イ

=れ
を司1練等で検証・評価し改善する必要

がある。」とし、初期対応段階では、「 IAE本等が定める防輩措置ゅ枠組み′i

の考え方 踏々

=え
下
―
押却対応審階喝ゃいて、施設の状況に応じて緊急事態の r

区分を決定し予防的防護措置を実行するとともに、観測可能な指標に基づき緊 ,

急防護措置を迅速に実行できるような意思決定の枠組みを構築する。
i」

(乙 1  1

1〔 も、6貞〕)と した上で、緊急事憲区分及び緊急蒔活動レベル (EAL)‐
.       

イ:

べ∋運蒲上の介入レベル てoiL)につき、基本的な考え方や具体的基準等につ

き詳細に定めてこれらに基心jヽて原子力事業者、箇、地方公共団体が採ること

を督定さ'れる措膏等が整理されている(る 1lr〔表1・-1から1二 3〕 )と そ

しててこれらの防護措置の枠組みの下、原子九事業者〔口及び地方公共団体|よ、

素急時においてそれぞれの役割を適切に栞たすことが重琴でありヽ そ?ため、 ギ

原子力災善に関する情報提供や防護措置の準備を含めた必要な対応について、

あらかじめて国は防災基本計画や原子力災害姑策マニ■アル等に ′ヽ坤方公共甲―

体は地域防災計画 (原子力災害対策編)に、原子力事業者は原子力事業者防災

業務計画に、ぞれぞれ定めておかなければならないとされている (乙 11〔 5

から4ヤ 買〕)。       i    ′      _｀

また、「原子力災害が発生した場合において、放射性物質又は放射線の異常

な放出による周辺環境への影響の大きさ、影響が及ぶまでの時間は(異常事善

'の
態様t施設め特性t気象条件、周辺の環境状況、住民の居住状況等により異

なるため、発生した事態に応じて臨機応変に寿処する必妻がある。その際、̀住

民等に封する被ぼくの防護措置を短期間で効率的に行うたあtあ らかじゆ異常

事態′の発生を仮定し、施設め特性等を踏まえてその影響の凛ぶ可能性がある区

域を定めた上お(重点的に原子力災害に特有な対策を講じておくことが必要で

ある。工とし、原子力災害対策重点区域の設定に関する事項 (原災惨6条の2

9
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第 2項 3号)と して 発ヽ電用原子炉施設に係る原子力災害対策草,点 区域の設定

Iどっぃて、予防的防護措置を準備する直域i(PAZ)が原子力施設からおおむ

ね半径 5k五あ範囲内i緊急防護措置を準備する区域 (UPZ)が原子力施設

からおおきね半径 30k五め範囲内を目安とした上で〔地方公共甲体が各地域

防災計画 (原子力災害対策編)イ|おいて原子力災害対策重,点 区域を設牢するに

当たっての留意点等を定めている (乙■1〔 47から5‐ 1買〕)と

次に、緊急事態応急対策の基本的な考え方としてヽ「原子力衆害の発生時に

おいては、限られた時間内に得られる確実性の高vヽ情報に基づき住民等の防護

′
措置を的確かつ迅速に講ずることが必要である。その際、観測可能な数値に基

づきヽ
:当

事者が事態に応した防諄措置を行うことが重要である。」|し、異常

事態あ把握及び緊冬事態応急対策として、「原子力施設ゐ周翌に放紺陛物軍若

じぐtよ放射線の異常な放出又はそのおそれがある場合には、まず―,原子力事業

者が施設の状況等に基づき該当する緊急事態区分を判断し(国、処方公共団体

等に封して緊急事態の通報を行なわなければならない。この通報の際、原子力

!事
業者は、素急事態産分に応

iじた卜方護措置ゐ提案を行うことが望喜_しい。」と

し、国、地方公共団体は、原子力事業者からの通報等を踏まえ、上記の原子ヵ

災害事前対策における緊急事態にお 1す る防護措置実施の基本的な考え方にお

いて示された流れに沿って、緊急事態応急対策を実施するものとされている

(｀乙11〔 65頁〕)Ь              ●
:

そして、原子力施設の周辺に放射性物軍若しくは放射線の異常4凛出界イ

=そ
のおそれがある場合の防護措置として ①ヽ避難等、②屋内退避、③安定ヨウ素

剤め配希及び服用、④原子ヵ災雪医療t⑤避難退域時検査及び簡易除染、⑥甲 :

状腺被ぼく線量モニタリング、⑦飲食物の摂取制限、③緊急事態応急対策14従

事する者の防護措置、⑤各種防護措置の解除につき定めているもこのうち、① ,

の避難等については、「UPZにおぃでは、原子力施設の状況に応じて、段階

的に避難を行うことも必要である。」「実施に当たつては、原子力規制委員会

２５

10
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・

Eニ タリング結果等を盛まえてその必要性を判断し、が、施設の状況や緊岳時エ

国の原子力災害対策本部が、輸送手段、経蕗、避難所の確保等の要素を考慮し

た避難等の指示を、地方公共団体 澤々|て住民等に滉乱がないよう迫切かつ日月

確に伝えなIチればなら!な
いとこのためには、各種め輸送手段、経路等を考慮し

た避蕪計画あ立案が必要である。」「特に、施設敷地緊急事態要避難者のうち〔

直ちにUPZ外の避難所等今の避難を実施することによ́り健康りるクが高ま

ると辛J断きれる者については、安全に避難が実施おきる準備が整うまで、近隣

の、放射線F方護対策を講じた施設、放射線の遮蔽効果や気密性の高い建物等に

二蒔茜

'こ

屋丙退避させるなどの措置が必要である。」とされ(乙 11〔 08頁〕)、

②の屋ハ退避については、「避難の指本
オ幸が国等から行われるまで放射線被ば

ぐのリスクを低減しながら待機する場合や(避難又は■時移転すべきである:

が、その実施が困難な場合↓国及び地方公共団体の指示により行|つ ものでゎ

る。ととされ、具体的な屋内退避の措置lま、原子力災害対策童J点区域?内容r

合わせて、「uPzにゃいて1よ 段階的な避難や01Lに基づく防護措置を実

施するまでは屋内退避を原則実れしなければなら1ない。」とされている (乙 1

ili〔 6と ないしなも責〕)ど ③避難退域時検査及び告坊除桑イとらt′
(て 1よ 住民

等の円1滑な避難べつ二時移転ゐ妨げ1漆 ぢオよ`彰下よぅ原子力災害対策重点区域の

境界商辺から1避難所等ま4の避難経路上文ィよそのと傍の適所を選定し、またヽ

避象等あ迅速とを損なわないよう十分に留意して行うもあとされてしヽる (乙 1

1〔 7土 責〕)。   | |              
｀

結びとして(そ 0そも防災とは、新たに得られた知見や把握できた実態等を

踏まえ、1実効性を1向上すゞく不町?:見耳しを待うドきものであリギ向指針につ

′
いても、このような観フ点から、今後の検討結果に加えて、地方公共団体の取料

.状況や防災謝1練の結果等を踏まえ継続的な改定を進めてヤlく ものとされてい

る (乙 11〔 81頁〕)。 」

(3)15頁 22行自冒頭からlo頁 25行 日末尾までを次のとおり改ゆる。

25
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「(ア)防災基本計画は、災害の発生を完全に防ぐことは不苛能であるが、衆知を

集めて効果的な災害対策を講じるとともに、国民一人下人の自覚及び努力を

促すことによつて、できるだけその被害を軽減していくことを目指すべきで

あるとし、災害の軽減には災害時の効果的対応が重要であるが、これらは二 .

朝ニタに成せるものではなく、国、1公共機関
′
、地方公共団体、事業者、住民

をれぞれの(防災に向イチその積極的から計歯的な行動 と相互協力の地道な不只
圭

|み重ねによ
.り

達成してゆけるものであるとした上で、:地震災害対策、津波災

害姑策などの自然災害が通因となるもの(航空災害対策、鉄道災害対策,、 原 1

子力災害対策などの事故災害が起因となるものによつて構成されているもそ

して、防災基本計画lま、防災の基本理念として、災害の発生を完全に防ぐこ「

とlま不!可能であることから、災害時の株竜■景J｀化し、被害の迅速な回復を

図る
.「

減基」の有え″を雰り'、 た|え被災したとしても人命が失われなぃこ

とを最重視して.ま た、経済的被告ができるだけ少なくなるよう、さまざまな

'姑策を組み巷あとモ災善に備えヽ 災善1時の在会経済活動今の影響を最小限に

とどめなければならないて災害対策の実施片に当たつては、自、地方公共団体

及び指定公共機関い、それで■?機関の果たすべき役害Jを的確に実れしてい

くとともに、相耳に密督な連塘を図るもあどし、併せてヽ 自及び地方公共印

体を中心に、住民
二人下人が自ら行う防災活動やt坤域の防災力向■のたつ

に自主防災組織や地域の事業者等が連携して行う防災活動を促造する!こ と

でヽ国、公共機関(地方自お体、事業者、住民オ幸が二
体と漆らて長善の対策

をとらなければならないとするとまた(栞害応魯段階における基本4容とし

|て、災害が発生するゃそれがある場合は災害の危険性の予測を、発災直後は

被害規模の把握を(それぞれ早期に行うとともに、正確ィな情報収集に努めⅢ

肢集した情報に基づき、生命及び身体の安全を守ることを最優先に、人材・

物質等災害応急封策に必要な資源を適切に配分するなどとする。そして、原

子力災害対策の地域防災計画等において重点を置くべき事項として、原子カ

12



災害対策指針を踏まえつつ、緊急事態における原子力施設周辺?住民等に対

する放射線の重篤な確定的影響を回避し又は最小化するため、及び確率的影

―響のリスクを伝減するためあ防差若置を確実に行うことどレてぃる1(乙 10!

〔1ないし3(11頁〕)。       1

(イ)防災基本計画の「第12編 原子力来害対策編」にゃいては、多岐につた

る事項につき詳細漆定めが設けられているが、「第1章 災害予防」におぃ

ては、迅速かつ円滑な災害応急対策等について、:災害応急対策今の備えとし

てヽ内閣府は、原子力防災会議決定に基づき、原子力発電所の所在する地域

ととに、歯係府省庁(地方公共団体等を構浅負等とする士也域原子力防災協議

i会を設置するもあとし、日 て中閣灯(関係省庁)は、同協議会における要配

慮著対策(避難先や移凱手段あ確保、国の実働れ繊あ

=援

(原子力事業者の、

協力内容等I手う↓くての検討及び具体化を通じて、地方公共団体の地域防災計

画 `避難計画に係る具体化 ,充実化の支援を行うものとされ、1国 (内閣府、

1 関係省庁)(地方ノムゝ共団体等Iま、各Ⅲ域め地域原子力防災協議会において、
´

1 避難計画を含むその士也域の緊急時における対応 (緊急時対応)が、原子力災

害対策指針等に照らし(具体的かつ合違的なものであることを確認するもの

どされ、内F各弓府は(原子力防災会議 (原子力基本法
13条

のこないし3条の7)

のす承を求めるたつヽ 口協議会における確認結果が原子力防災会議に報告す

るものとされている (乙 10〔 2518買〕)。

地域原子力防災協議会は 道ヽ府県や市町村が作成する地域防災計画:避難

計歯
た等あ具体花 i充実化を支援するため、原子力発電所の所在する地域ごと:

に課題角卒決のためのラエキングチ■ムとして設置されたもつでわり、本件発

電所にあいてはヽ 「女川士也域原子力嚇災協議会」が設置されている。そ?オ寺

成員は、内閣府政策統括官 (原子力防災担当)、 原子力規制庁長官官房核物

賛・放射線総括審議官(関係奢庁審議昔等、及び宮城県副知事であ
1り
、関係

市町 (女川町、石巻市、登米市(′ 東松島市、涌谷町、美阜町、南二陸町)及

●

　

一
　
　
　
．

′
ノ
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:び被控訴人がオブザイ八工として参加している。また 1ヽ構成員を補佐するた

あ(地域の内閣府原子力防災専門官ヽ内閣府政策練括官 (原子力防災担当)

の担当者、遣府県あ担当者 (誤長級以上)、
'進

難等の支援に係る実動省庁の

担当者、涼キカ規制委員会その他の関係省庁の担当者(F美]係機関等並びイ子市

田丁村あ担当者及び原子力彗業者による作業吉i会が置かれてぃる (申 Bloあ

1の ■く 乙 12)。
'イ           1  .

(サ)i災害予防イとおtす る避夷佳誘導に関しそlま(地方公恭薗体lま、屋内退避及び避

離誘導計画をあらかじあ策定するものとし、国 (原子力規制委員会、原子カ

【方災会議事務局、内閣府)及び原子力事業者は、必要な支援を行うものとす

ること、特に(PA2を管轄に含む地方公共団体においては、迅速な避難を

行うためあ進蕪計歯をあら|かじめ策定するものとし、VPzを管轄に含む地

方公共団体においてもヽ 広域避難計画を策定するものとすることが定められ

ている。また、地方公共団体は、屋内追避、避難や避難退域時検査及び簡易

除染の場所・方法にっいて(日 ヒ頁から住良入の周知徹底に努めるものとする

こと、ぶぉ、逹難時の周囲の状況等Iご ふり、屋内に留まらてい4方が安全な

: 場合等式つ心を得ないときlま、底内での待避等の緊急安全確保措置を講ずドき‐

ことにも留意するものとされている (乙 I、 0〔 267買〕)。
:

(ェ) 「第2章 災害応急対策」では、警戒事態に該当する自然災害を認知した |

とき又は原子力事業者により報告された事象が原子力委員会において警成

事態に該当すると判断した時以降、事態の進行に応じた対策組織の設置等に

つき詳細な定あが置かれている。住民の避難開始となる全面緊急事態 (EA

止 (oE))において

'ま

、原子力災害封策本部皮な原子力災善現士也対策本部

の設置とその役割等が定められておりヽ 内閣総理大臣はヽ 原子力緊急事態宣

言を発出しを、原子力規制委員会から提示された指示案を踏まえ(緊急事態応

急対策実施区域を管轄する地方自治体が行うべき避難又屋内退避及び安定

ヨウ素剤の服用又はそのi準備に関する指示等を含む緊急事態応急対策に関

25
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する事項を指示するものとされ、また、現地対策本部はヽ 対策拠,点施設イ手お

いて、上記地方公共団イ本の災害姑策本部とともに原子力災害合口対策協議会

を組織して、原子力災害対策本部をの相互に緊密な連携を確保するものとさ

れてぃる (る 10〔 285ないし?86頁〕)を

避難、屋内退避等の隋護措置の実施につし`ては、地方公共団体は、内F各日総

理大臣又は原子力災害対策本部長の指示に従い、又は独自の判断によ′り、住

民等に紺して、1屋内退避又は避難のためめ立退きの指示 (具体的な避難経路、

避難先を含むざ)等の緊急事態応急対策等を行うものとするが、退避時のロ

囲の状況等により避難のための立退きを行
´
うことがFかえつて危【父を伴うお

それがありくかつ、事態に照らして素急を要するときは、居住者等に対しく

屋内令の待洋等?緊、安全昨供措耳を指示することができるものとされて

・ ・いる (る 16〔ウ9o頁〕)。 また、通避時検査及び簡易除染め実施にらぃ

ては、原子″基害対策本部に、邸子力災害対策指針を踏まえ、これを条施す
,            .           :     ド

: |る よう地方公共団体1千指示する|の ときれt地方公共団体及び原子力事業者

f    i     ‐
  れた区域等から避難又は下時移転した後は、住民等がOILに基づき特定さ

工に、住民等 (避難輸送に使用する章両及びその乗務員を含む:)の避難退域:

t時検査及び簡易除染を行うものとされている (乙 10〔 292頁〕)と 」

(4)1'頁 ユ写行日の未尾の次に「その骨子はヽ当豹決別紙「原子力災害時にお

ける石巻市広域避難計画 (甲 ,5)の骨子」のとおりであるP'」 を力Fえ、16

行目から2ち 行日未尾までを次つとおり改めるb           _

「ウ 女川地域の緊急時対応の確認等       |     ・ ′∫

.本件避難計画を含む女川地域の緊急時対応については、_令和2年 3月 25

! 日、女川地域原子カト方災協議会により、「女川地域の緊急時封応II.と して寡

りまとめられ、令和2年 3月 に開催された第 1回女川地域原子力防災協議会

において、原子力災害対策指斜等に照らしヽ その内容が具体的かっ合理的な

ものとなつているとり確認がされ、令和2年 6月 に開催された第2回女川地

25
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5,

域原子力防災協議会において、新型コロナウイルネ感染拡大を受けて改定|さ

れた女川地域の緊念時対応の内1容 にらャヽても(具体的かつ合理的であるとの

確認がされ、同月に開催された第10回原子力防災会議において報告され、

その内容が了承された (甲 BlOの 110て 申,loの うの33、 甲B41の

:1、 乙1)。 女川地域の緊急時対応は、その後、2度己女定さやており、令和

も年 12月 26日 には、第 3回女川地域原子力防災協議会において、令和4

年 2月 に実施された国の令和 3年度原子力総合防災剖1擦や―令和4年 10F

おξら令和 5年 二月に実施された令和 4年度首城県原子力防災訓練及な最近

の検討状況等を踏まえた改定を行うことが確認されている (乙 1、 12ない

し15、 17ないし20)。 」 ::      .

2 争点(1)i(本件避難計画が案郭性を欠↓(ていることをもらそ(:直ぢに本件 2号

機め差生あを求めることができるか否ふ)1笈る■,点 (2)(本イ牛避難卦苦が実効に
'

を欠いているか否か)について - 1      千

(1)控訴人らの主張の骨子            !    i   r

控訴人らは、本件避難計画は、本件発電所について琴層防叢I睾おける第 5の

防護レベルに相当するものでありヽ 第 1ないし第4の防護レベルに相当する措

置とは独立して防護の効果を上げられるもあでなければならないとこ,ろ 、本件

進難計歯にぉいて、0→ 2内あ住民は、避難等に際して自家用章采lま宮城県等

が手配したバス等により避難退域時検査場所 (検査所)に向かい、検査所にお

いて放射性物質の付着につき章両等の検査及び必要に応じて簡易除染を実施

の上く避難所受付ステーションに向かい、避難先に移動ずるための受付等iを実

施した後、避難先に向かうこととされているが、実際には検套所lま開設できな

いか、開設しても継続できないし、バスの確保と配備もできないから、白家用

草で校査所に向からた住民や下時集合場所でバスを待つ住民は避難すること

,が できず、UPZ内に開じ込められ、多量の放射性物質を浴びることになり、

本件避難計画はその実効性に欠けており、
'そ

のため本件 2号機の運転が再開さ

10
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れた場合には、本件発電所のVPZ内に居住する控訴人らの生命。身体に係る

人格権が違法に侵害される具体的危険がある旨主張する。  .′   i

(2)判断枠組み               イ  :        :

ア 人あ生命 。身体は、それ自体が極めて童要な保護法益であるから、生命 I

イ 身体に係る人格権が違法に侵害される具体的危険がある場合には、違法な侵

害行為を予卜方するたわ(本格権I手基づく妨善手防請求として、当該侵害行為

の差止めを求めることができる。そして 人ヽ格権に基づく妨害予防請求とし

てめ差止請1求においては 差ヽ止めを求める側において、本格権長害の具体的

危[父の存在にっいて主張立証すべき責任を負う。:こ の点は、原子炉施設の運

転差止請求におしヽても異なるところは`ないというへきであるも:し P々ヽ
つて｀

欠いており、そのことによつて、生命 `i控訴人らが 本ヽ件避難計画が実効性を1

身体に係る人格権が違法に侵害される具体的危【父がある手とを主張立証し

た場合には、人格権侵害に基ら′く妨害予防請求として、1本件:2号機の差止め
′  i            ・

が認められることになる。      _    !   1

他方、!原子力発電所 (そのi中核となる原子炉施設)は、原子核分裂の過程 =

において高エネルギ■を放出するウラン等の核燃料物質を燃料として使用

する装置であり、れの稼働にキリ、内部「ど多鼻の人体に有害な放射性物軍を
i

発生させるものであって、ひとたび重大事故を起こせば、放射性物質の放出、

拡散によつて―
:立

地場所|の周迎9みならず

^範

な地域のイ主呉等の生命 。身体

に重夫な危善を及ばして
'広

範囲の環境を汚染じ、経済的活動を停滞きを、ひ

いては地域社会を崩壊させるなど、他の分野の事故にlまみられなヤ1深蕨Iな影

響をもたらす危険性を有する極めて特異な施設であるょそして、このような

.危隙性 (リ スク)の顕在化を防ぐ■めに(.規制法において、原子炉施設の設

置、運転等の安全性確保に係る定めを設け、災害対策基本法や原来法におャ
|ヽ

てく災害対策に係る定めを設けてお
.り

、住民の避難等の防護措置に関する事

項につし`そは、中央卜方災会議が作成した防災基本計画及び原子力規制委員会

17
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~めた原子力災害対策指針に碁づいて作成される地域防災計画等により

図られるものとされていることはヽ前記第2の 3及び上記I(2)で補正の上

で引用した原判決の第 2の 2(3)及び第3の 1(2)の とおりであるも  :

もとより、地域防災計画等は当該蒐域の個別具体的な事情を踏まえて作成

されなければならず、その内容は、当該地域の実情を把握■てい0地方公共

団体の広範な裁量に委ねられていると考えられるが、上記法の定め等に照ら

すと、住民の避難等の防護措置が(上記法の定め等に基づき瀬切に講じられ

ていないときは、その内容は当該地方公共団体の裁量権の範囲を逸脱し又は

これ 単々廂||も ?:と
評甲される■|どまらず、原子炉施設の有する危険が

顕在化する蓋然性が高く、生命。身体に係る人格権が違法に侵害きれる具体

的危険があると事実上推定されるど考えられる。     i ・

ゥ もうとも、上記の住民の避難等の防護措置に関する事項についての原子力

災害対策指針の定めlま、■訂il(2)で原判米を補正の上引用1下評定したと
i       

′               |、 /     
、

おり多岐にゎたり、かっ、原子カト方災に関する高度な専門的技術的知見と密

接不寸分の関係にある1と いうことができる。
.そ

のため、国lま、原子力防来の

専門家等を構成員とし、関係市町村と原子力事業者をオブザィが■とする地

域原子力防災協議会を設置し、さら―に各博成員り担当者ら嘩よる作業部会々

置いて、地方公共団体の地域防災計画。避難計画に係る具体化 `充実化の支

援を待った上で、各地域の処域原子力【方災協議会

'と

おi｀モ〔連難計占を合ふ i

をの地域の素急時における対応 (緊急時対応)が、原子力災害対容指針等に
`

照らし、具体的かつ合理的なものであることを確認しヽ 原子力防災会議の了

承を求めるものとされている。′       11  1     ;

したがって、地域防災計画や避難計画の内容が原子力災害対策指針に沿う

たものであり、それが原子力災害対策指針等に照らして具体的かつ合理的な

ものであることについて、上記過程を経た確認及び了承がある場合には、当

該地域防災計画・避難計画は、原子力災害紺策指針等やその前提となる原子

25
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サカ、防災等に関する専門的知見に照らし下応の合理i性があり、原子炉施設?

危険が顕在化する蓋然性は抑えられていると考えられ、やはり、本件2号機

の差止めを求める控訴人ら側で(本件避難計画が実効性を欠いており、その

ことにようて、人の生命。身体に雰る人格権が違法に侵害される具体的危[父

があることを主張立証する必要があるとし`うべきである。

本件避難計画の検討          :・

原子ヵ災害姑策指針の定め  ,       |
i前記 1(2)で補正の上引用する原判決の第3の 1(2)イ (イ)の とぉり、原子

力災書対策指針は、其常事態の把握及び緊急事態応急対策として、原子力施
|

設の周辺に放射Jl生物質若しくは放射線の異常な放出ヌはそのおそれがある

選の状況等に基るき該当する菜急事態区:場合には、まず、原子力事業者が施喜

分を半J断し、
1国

、
・地方公共団体等に対して緊急事警の通報を,し、国tナ也方公

共団全イユ、原子力事業者力|ら ?通響等を蕗まえ、上記め原子力災害事前対策

における素急事普におけ々卜方護措置実施の基本的な考え方において示され

た流れに沿って、緊急事態応急対策を実施するものとしている (乙 11〔 6

15頁〕)。    i ●    :  i ・        ●

そして 原ヽ子力施設の周辺に放射性物質若しくは放射線の異常な放出采は

をのおそれがある場合の「方護措置たういモイよ、①避難等、②屋内退避、0安

定ヨウ素剤の酉己布友び服用(④原子力災害医療、⑤避難退域時検査及び簡易

:除葉、⑥甲状腺被ぼく線量モニタリィグ下⑦飲食物め標取制限、③緊急
=態

.

応急対策に従事する者の防護措置、◎各種防護措置の解除につき定めている。

このうち、①の進難等については、
′uPzにおいては、原子力施設の状況

|に応じて、段階的に避難を行うことも必要とし、その実施に当たつては、原

子力規制委員会が、施設の状況や緊急時モニタリング結果等を踏まえてその

必要性を判断し、国の原子力災害封策本部が、輸送手段、経路、避難所の確

保等の要素を考慮した避難等の指示を、地方公共団体を通して住民等に混乱

20
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が漆いよう適功かつ明権I千伝えoiも のとし、このためには、各種の輸送手段、ィ

経路等を考慮した避難計画の立案が必要であるとし、施設敷地緊急事態要避

難者あうち、直ちにもPZ外の避難所等への避難を実施することにより健康

リスクが高まると判断される者について

'よ

安全に避難が実施できる準備が

整うまで 近ヽ隣の、1放射線防護対策を講じた施設、放射線の遮蔽効果や気密

Il生の高しヽ建物等に下時的に屋内遅避させるなどの措置が必要で,る として

いる (乙 11〔 68頁〕)。  :   : l    i

また、②の屋内退避に?いては、避難の指未等が国等から行われるまで放

射線被減くのリスクを低減しながら待機する場合や、進難又は二時移転すドI

きであるが、その実施が困難な場合、国及び地方公共団体の指示Iこ より行う

ものとしヽ 具体的な屋内退避の措置は1原子力災害対策重J点区域の内容に合

わせて(uPzにおいては、段階中な避難やOILに基づく防護措置を案施

するまでは屋内退避を原則実施しなければならないとされている (乙■ 1

〔68:く  69頁〕)。   .      ::    :            :

|さ ら1と、⑤あ避難退域時検査及び簡易除染については、!住民等の円滑な避

難や一時移転の妨げとならないよう原子力災害対策重点区域の境界周辺か

|ら避難所等までの避難経路上又はそゆ近傍の適所を選定し、また、,避難等の
1

迅速性を損なわないよう十分に留意して行うものとされている (乙 11〔 7

1貢〕)き  
― ・ ,  li

イ 本件発電所今のあてはめ―                ′

本件発電所にっぃても、前記 1(4)で補正の上号十用する原辛J決第 3あ 1(3)′

ウのとおり、本件避難計画が策定され、これを含む女川ナ也域ゅ緊毎時対応が

女川地域原子力防災協議会により「女川地域の緊急時対応」としてとりまと

められそおり、これは、原子力災害対策指針等に沿うものと考えられる上、

本件避難計画を含む女川地域の緊急時対応については、第1回及び第2回女

川地域原子力防災協議会において、原子力災害姑策指併等に照らし、具体的

25
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かわ合理的なものとなつていることが確認され、その確認結果が報告された

第10回原子力防災会議において、その内容が了承されている。このことか

らすると、本件避難計画は、原子力災害対策指針等に照らし、一応の合審性

があると考えられることとなる.。

深層防護の考え方との関係 :

控訴人らは、本件避難計画は、本件発電所にういて深層防護における第 5

の防護レベルに相当するものでありヽ 第1ないし第4の防護レベルに相当す

る措置とは独享して防護の効果を上げられるものでなければならないが、本

件避難計画はその実効性に欠けている旨主張すると  I         ィ

原子炉施設あ設置、運転等の安全性確保、住民の避難等の防護措置に係る

法規制が定められていることはヽ前記 (2)イ のとおりであるところ、その安

企の確保にらぃては、確立された国際的な基準を踏まえるこ|が日月記されて

おり (原子ヵ基本法2条 2項 ).、 五小E本が提唱する深層防護の考え方は、

ここにいう確立された国際的な基準に含まれる。そして、本件避難計画は、

上記の深層防護の考え方、における第ЬめF方護レベルの防護策に位置付けら

れるとしたが●て、本件避難計画が第1ないし第4の防護レベルに相当する

措置とは独立して、放射性物質の大規本莫漆放出による放射線影響の緩不口とい

う第5ゐ防護レベルに求あ勇れる効ズ (緊急彗態における旅■力競設府コあ

住良等に対する放射線の童篤な確定的影響を回避し又イよ最河ヽ化し、確率的影

響のリスクを低減するという効果)をあげられるものではない場合には1本

件趣難計画は1前記洛の定め等に基づき適切に講じられていないことになり、

原子炉施設の有する危険が顕在化する蓋然性が高く、生命 :身体に係る人格

権が侵害される具体的危【父がゎる|と 事実上推定されると考えられると   ,

ウ そこで検討すると、前記1(1)で原判決を補正の上引用して説示レた|お

り、深層防護とはぐ人と環境に影響を与えるまでの諸現象や赳策、その対策

の効果には不確さが存在することを念頭に(二らあ対策だけでは防ぐことが

ld
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|で きないというホ権かさを考慮■で放射線り不、クから人と環境を護るため

の防護策全体の実効性 (成功確率)を高めるために適用されるものであり、

それぞれ目標を持った第1層から第5層までの5づの障壁 (防護レドル)を

用意し、それぞれあ訪差レベルで長善が尽tきれることにより、初あて企イ本

としての効某が期待されるものであるJしたがって、第5の I方護レドル?防

護策が第1なぃし第4の防護レベ
Fイ

に相当する措置とは独車して防護?効

果をあげられる必妻がある (F方護レベルあ独立性)と ヤ`う場合におセkて も、

それは、あるレベルが機能しなぃ二とが他のジベルに影響を与えない||を
ヽ

意味するのであり、各防護:レベルが相互に無関係に考えゎれるべきというこ

|

:と を意味するoではなく(各
`ベ

ルで機能を希完することを否定するもので

もない。かえらて、この考え方におぃては、第1から第51レベルまでが適切

Iな
厚みを持った工、各レベルあ防護策がバランスよく講じられ、その総合力・

で安全を守る|システ本を考えることが重要であるとされている。    :

このような考え方の十おlま、サイト外あ緊急対応である第5レボルゅ防輩

策は、原子炉施設内での防護朱と|して規制法等により定められている第1な
|

|い し第イレベルの中諄策と手wllこ補多
して機能するものと位置付けること

|

ができ(原子炉内で異常事態が発生した場合には、第4レ■Ⅲまでの防護策

によって(原子炉施設外I千撚射性物質ネは放射線が放出されo事普を防ぐT

方で、万―放射性物質文は放射線が原子炉敷地外に放出された場合に備えて、

第 51レドルの防護策i千係る措置ヂF矛月始されるものと考えられる。第らレベル

あ防護措置が防護の効果をあげられるかどうかの判断も、このような対応機

能を踏まえて行うべきである。                   |

また、深層防護の考え方においては、各レベルゐ対応で守れるものと守れ

ないものの見極めが必要であると共に、各レベルでその対応機能を検討し―

準備していく際に、各レベ″への要求を萌らかにしておく必要があると考え

られるよ之して、第1ないし第4レベルの防護が 原ヽ子力安全の問題として、
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5

原子炉内で事故が発生することや事故が発生した場合 原ヽ子炉外に放射性物

質又は放射線が放出される事態を防でことを自標とするあに対し、第5レベ

ルの防護は、地域防災の問題として、放射性物質の放出による放射線影響の

緩和 (緊急事態における原子力施設周辺の住民等に姑する放射線の重篤な確

定的影響を回避・し又は最小化し、確率的影響のリスクを低減すること等)を

目標とするものであることからすると、第5の レベルの防護に要求される防

護の効果があげられないというためには、その判断をする前提として想定さ

れる放射性物質又は放射線の異常な放出の具体的態様を特定し、その態様に

応じて、どのようなλ容の地域防災策が要求されるかを明らかにした上でヾ

それが実現されない危険性を主張立証する必要があると考えられる (こ のよ

うに原因となる事象の具体的態様を特定しないとヽ いかなる態様の事故にも

完全に対応できる地域防災策の策疋
~を

求めることになるが、原子力安全にお

いては相対的安全の考え方が採られていると考えられ、またく防災基本計画

も、災害の発生を完全に防ぐことは不可能であることから、災害時の被害を :

最小化し、被害の迅速な回復を図る「減災」
~の

考え方を防災の基本速念とし

|てゃり、深層防護も第5レベルについては同様の考え方に基づくものである

と考えられること等をF沓まえると、第5レベルの「方護を含む地域防災の在り

方として、いかなる態様の事故にも完全に対応できるょうな防護策ないし地

域防災の策定は求められていないと考えられ:る 。また、発生する蓋然性が明

らかでない事故態様を前提として問題,点を観念してみても、その場合に発生

・ する生命 1身体に係る人格権が侵害される危険は抽象的なものにとどまり、

人格権に基づく妨害予防請求の根拠となり得るような生命。身体に係る人格

権が侵害される具体的危険に当たるとは考え難い。)。  、      |
工・これを本件避難計画にういてみると|、 第5の レベルの卜方護に係る措置とし

て、本件避難計画は、原子力事業者の素急事態の通報の後、原子力規制委員 ′

会がてj施設の株堺や緊急時■二
々ィング結果等を踏まえて避難計画に従うた
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農階的な避難の必要!l生 を判断し、甲の原子力災害姑策本部が、輸送手段、経

路●避難所の確保等の要素を考慮したせ難等の指示を、地方公共甲体を通じ

て住民等に混乱がなぃよう適切かつ日月確に伝えるものとしており、施設敷地

緊急事態要避難者のうち、直ちにUPZ外の避難所等入の避難を実施するこ

・
とにより健康 )女 クか嵩まると判断される者にらぃては、安全に避難が実施

できる準備が整うまで、一時的に屋内退避させるなどの措置をとるものとし

ている。また 避ヾ難退域時検査及び簡易除染についてはてと住民等の円滑な避

難や下時移転の妨げとならなぃよう原子力災害対策車点区域の境界周辺が

ら避難所等までの避難経
')各

■采はその近傍の適所を選定し、また、̀
避
難等の

迅速性を損な|わないよう十分に留言:して行うものとされている。

| したがらそ、未ィ牛避難計首が第Ьレベルの防護策として(第 1ない1第 4

レベルあ防護策とは独
'立

じて防護つ効果をあIず られるものではないという「

ためには、その辛J断をする前尭として想定される放射性物質采は棘射線の異

常な放出の具体的な機序・くう態様を特定「した上で、その特定した機序及び態様

にょる放射性物質等の放出の危卜父が発生した後、原子力規制委員会の必要性

の判断、避難等の指示及びそのI伝
達並びに避難計画に従つた段階的避難xは

底油退趣等|の過程にぉける具体的な場面のいずれかにおいて、当該放射性物

`          
出による放射線影答の緩和 (緊急事態質等の放出の機序及び態様の下で(放

にお

'す

る原子力施設周辺の住民等に対する放射繰?享篤4眸定的影響を甲

避し又'は最小化し(確率的影響のり不クを低減する。)と いう第5レベ″の

F方護策に求められる防護あ効某をあIデ ることができない具体的な蓋然性が

あることを明らかにする必要があると考えられる。      | 
イ

しかし、警訴人ぃは、導審においても上記の点をいずれも具体的に主張し

ていない。控訴人らは、検査所の開諜やバスの確保と配備に係る事項が予め

定められていない旨主張するが、これは、原子力災害対策指針や本件避群計

画あ定ある原子力規制委員会の必要性の判断、原子力来害封策本部の避難等
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5

あ指示及びそあ伝達並|びに避菓佐計画に従った段階的避難又は屋内退避等の

過程 (殊に、避難指示が輸送手摯、経路、避難所の確保等の要素を考慮して

されること)を踏まえたものではない。また、控訴人らは、前提として想定

きれる放射性物買又1ま放射線の異常な放出の具体的な操序や態様を特定す
:

ることなく、避難車両が検査所の周囲の道路をナ里める旨、避難指示が出れば

大多数の人は我先に検査所に向かうことになる旨、自家用車を有しない避難

者は、来ることりないバスをす時集合場所で待→ことになり、一時集合場所

内や自宅との往復お放射性核質を長期間浴びることになる旨等を主張する

おミ(これらの主振も
f●
原子力事業者あ素急事普ゅ通義の後i原子力規制委員

会が、ぃ施設ゐ状況や緊急時モ■タリング結果等を踏まえてその必要性を判断

した上で行われる本件避難計画に定める避難等の指示及びそ?伝導、段階中

避難や屋内退避等あ過程を踏まえたものではないと控訴人らが(:UPZ内の

住民にらき妻卜皆的進難の実施がおよそ不苛能であり:、
一斉避難を余儀なくさ

:

れ
｀
る章象や、、本件避難計歯の定める避難経路が利用不苛能な事象等がわり(

その場合には未件避難計画あ定める措置が防護の効果をあげられない旨を

主装するならば、これを主張する控訴天

"I千

おぃて、上記のギうな本件避難

!計
画では対処モきない事象か発生する具体的危[父性を主張立証すが言であ

るが、本件において、そのような主張立註もされていない。そして、控訴本

らイエ イまかに、原子力焚害対策指針や本件避難計画が定める上記各措置を講

ずることができないような事態が発生する.具体中4蓋然性を主張してぃな

なお、'地震などの災害により、原子力施設において異常事象が発生すると

共に、道路に被害が生iじ、通行が困難になる可能性や家屋に被害が生じ、屋

内退避に適さなくなる可能性は観念できるとしかし、本件避難計画において

は、複数の避難経路が用意されておりヽ 避難指示に当たり(通行可能な避難

経路を指定することができると考えられ、およそすべての避難経路が通行で
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きなくなるとか、指定された避難経蕗にようて避難することができなくなる

具体的な蓋然性の主装車証はない。また(本件避難計画は、屋内退避を増示

するに当たりく要配慮者についでの扱いも定めており(家屋が被害を受けた

者にっいても(被害の程度イ1本 じて 要ヽ配慮者に準じた対応をすることが考

えられ、これにようで避難又は屋内退避の効果が挙げられないことの主張立

証はないも                    '      :

井 威上によれば(本件避難計画の笑効性の欠如について控訴人らが主張する

点から、本件避難計画が想定された放射性物質等の放出
!に
対し防護の効果を

上げることができないということlまできずて控訴人らの上記主張を踏まえて:

もヽ 前記(3)イ の検討結果を覆すに足りない。そしてくはかに、本件2号機の

連転が再開された場合には′(本件発電渉あUP2内に居住する控謀人らの生

1 命i身体に係る人格権が滲法に侵害される具体的危険がある!と認めるに足り

:  る証拠はなし`。したがって、イ争Jミ (1)(本イ牛避難計画が実効性を欠いている

.  ことをもつて、直ちに本件2号磯の差生めを求あることができoか否か)来

び争,ヽ (2)(本件避群計画が実夢性を欠いているか否か)に蘭する控訴人ら

の主琴は琴層で芦ない9i l   !   I I li     l
3 逹審における争,煮 (本件避難計画が原子力災害対策指針等に照ら

'し
、具体的力|

う合理的なものである|と を昨認した女川地域原子力防災協議会の判断及びこ

れ|を 了承した原子力防災会議の辛J断の過程に看過し難い過誤や久落があるか。)

に対する判断   ! ―                |

(1)本件避難計画にらぃては、本川坤域原子力防災協議会により具体的かつ合理

的なものであることが確認され、原子力防災会議においてこれが了承され々。

このことからすると、本件避難計画1ま、原子力災害対策指針等に照らし、二応

の合理Jl生があると考えられるとしかし、女川地域原子力防災協議会の半J断及び

| これを了承した原子力防災会議の判断の過程に看過し難い過誤や欠落がある

: 
場合には、当該地域防災計画C避難計画に合理性があると考えることはできず、
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10

20

人の生命。身体に係る人格権が違法に侵害される具体中危険があることが事寿

上推定されると考えられる。そして、上記地域原子力防災協議会の判断及びこ

れを了承した原子力防災会議の判断の追程で、考慮すべき事項について審議が

されなかうたような場合Iごは、1当該判断又は了承に、看通し難い過誤や欠落が
:       | ひ

あると考えることができる。

控訴人らは、本件避難計画において、U´iZ内の住民は(避難等に際し、自

家用車文噂官城県等か手配し々 入女等により避難進域時検査場所 (検査所)に

向かいて検査所において放射性物質の付着にうき車両等の検査及び必要に応じ

て簡易除染を実施の上、避難所受付ステ■シヨンに向かい、避難先に移動す ol

ための受付等 を実施 した後、避難先に向か うことときれているが、実際には検

査所は開設おきなぃかごF汗月設 しても継続できなiヽ し、ィベスの確イ呆と酉己備 もでき

ないから、自家用章で検套所イこ向か?た住民や一時集合場所Fバ不を待?住民

.UPZ内に閉じ込められて多量の放射性物質を浴びは避難することができず、

ることになるとする。   1      1    i

その上で、検査所の開設にっき、女川地域原子力防災協議会の作業部会にお・

いて、「開設の条件は何か」「開設ゐ条件であるレーン(要員、資材は確保さ

れているのか」
:「

開設の条件であるレ■ン、要員、資材ャ食料、宿泊施設、ト

ィレ等を捺套所に搬入で言る時押はいつか」「避難章両が検査所の周囲の道略

を埋ある前にそれらを搬入できるか」等につき議論していないことは、
.本

件湮

難計画が原子ヵ共害村祭指針等イ1照 らしヽ 具体的から合理的なものである.こ と

を確認した過程における看過し難い欠落であると主張する。

(3)しかし、原子力災害対策指針においては、原子力施設の周辺に放射性物質若

しくは放射線の異常な放出又はそのおそれがある場合には、原子力事業者から

あ通報等を踏まえ、原子力災害事前対策におけ!る 緊急事態における防御措置実

施の基本的な.考え方において示された流れに浴って、緊急事態対策を実施する

ものとした上で、放射性物資又は放射線の異常な方女出による周辺環境今の影響
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の大きさ、影響が及がまでの時Fロロは、暴常事態の態様、施設の特性、気象条件、

周辺の環境状況(住民の居住状況等により異なるため(・ 発生した事態に応じて

臨機応変に対処する必要があるとされ、、uPZにおける避難等の実施に当た?

モは、原子方施設あ状況になじてヽ 段階的に避難を行うこと、原子力規制委員

会が、施設の状況や緊急時モニfタ リング結果等を踏まえてその必要性を判断し、
.

国の原子力災害対策本部が、輸送手段、経路、避難所の確保等の要素を考慮し

た避難等の指示を、地方公共団体を通じそ住民等に混乱がないよう適切かつ明 ,

確に伝えることが必要であり、さらに、直ちにUPZ外っ避難所等
^の

避難を

実施するととにより健康リスクが高まると半J断される者については、安全11理

難が:実施できる準備が整うまで 近ヽ隣の、放射線防護対策を講じた施設、放射

線あ遮蔽効某ゃ気を性の高い建物等に■時的に屋内退避させるなどの措置が

必要であるとされている。    /     k   !    .

本件避難計画においても、事故の準農及び拡大に応じ(各地区に対し段階的

に避難等の指示が発令されることく
つ、事故の急速な進展や気象め不確定性を考

意して、屋為亀避を実施しらっな域進難を持うことをな疋~じ、緊急事態産分レ

ベル、緊急時活動レベル (BAL)又は導用上の介入レベル (OIL)を用い、

段階的に採るべき措置を癌つ、事故発生時から広域避難までの段階的な流れ

(避難する基準、手段、́ 域浮群?ルール(避難先、UⅢ Z―におtiる 広域避難

に必要な連難用搬送用ィミスの確イ呆等I手関する事項を含む。′)を定めている。

このように、原子力災害対策指針やこれに基づく米件避難計画はご避難等の

実施に係る事項は、異常事態の態拝、施設の特性、氣客条件、用辺の環境状堺、

住民め居住状況等を考慮して(発生した事態に応じて臨機応変に未定するこ|

を想定しているということができると

これに好しt挫訴人ら'が上記(2)において指摘するような事項は、実際に秦

生|した緊急事態の具体的態様が明らかI千ならた時点におヤヾて、原子力規制委員

会等の原子力防災に係る専門的技術的知見を踏まえた指示に基づいてヽ その具

25

28



体的内容が決定されるドきものであると考えられる。        …

したがって、女川地域原子力防災協議会や原子力防災会議の判断の過程にや

いて控訴人らが
=,長

するような事項の検討がされていないとしても、これらの

審議の際に 考ヽ慮すべき事項について審議がされなかったということはできず、

控訴人らが主張するような事項に関連する事項が、本件避難計画が挙げ冷今後

の検討課題に含まれていることを考属してもなお、それをもうて、本件避難計
:

首が原子力災害封策指針等に照らiし、具体的かつ合理的なものであることを確

認した女

'|1地

域原子力防災協議会等あ判断の過程に看通し難い過誤や欠落が

(4)控訴人らは、バスの確保に関し、緊急輸送に必要なバスの卜■タル台数を把

握しておらず、その結果、:その台数の確保が可能かどうか、
′
運転手の拘束時間

力`何時間になり:、 その手酉ユが可能かどうかにらぃても検討していない旨主張す

るか、前記(3)め とおり、避難指示:は輸送手段、経路(避難所の確探等り要素を

考慮してされるのでありヽ 上記雄訴人らが指摘する事項,も こヽの際に、実際に

発生した緊急事態の具体的態様を踏まえて考慮されるものと考たられるから(

それらが、女)|1地域原子ヵ防災協議会の判断及びこれを了承した原子力防共会

議の判断の追程において検討されなかつたとしてもヽ それをもうて、本件避難

計画が原子力災害対策指針等に照らし、具体的かつ合理的なものであることを

潅認した安ケ|1地域涼子力防災協議会等の判断の過程に看過し難しヽ追誤や欠奉

20 があるということはできない0

さらに(控訴人らをよ、バス事業者に協力を要請する責任主体が県かノドス協会

かで争いがあり、また〔
′
添乗員の確保はできず、職員の添乗がなければ避群は

開始おきない旨も主張するがヽ このよfう｀な前提事実を認めるに足りo的確な証

純は漆いのみならず、本件避難計画に基づ`き、県は県バス協会等と協定を締結

|しておりくまた、本件避難計画においては、避難搬送用バスには、市職員を添

乗させ広域避難所まで誘導するものとされていることからすると l月叫紙「原子

5
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力災害時における石巻市広域避難計画 (甲 B5)の骨子」の 5(3))、 この点に

ついて、女川地域原子力防災協議会又は原子力防災会議の判断の過程に看過し

難い過誤や欠落に当たるとはいえない (仮に(控訴人らが、バス事業者との協

力体制が現時点で整備されていないことをもつて、女川地域原子力防災協議会

i 
又は原子力防災会議の判断の過程に看過し難い過誤や欠落があると主張する

ならば、控訴人らにおいて、そのような協力体制が現時ッ点で整備されていなけ

れば本件避難計画が防護の効果をあげられなくなるような事象が発生す る具

体的な蓋然性を主張立証すべきであるが、本件において、そのような主張立証

. はされていない。)。

(5)そ して、ほかに、女川地域原子力防災協議会又は原子力防災会議の判断の過

程に看過し難い過誤や欠落があるセ認めるに足りる証拠はない。

したがって、当審における争点 (本件避難計画が原子力災害対策指針等に照

らし、具体的かつ合理的なものであることを確認した女川地域原子力防災協議

会の判断及びこれを了承した原子力防災会議の判断の過程に看過し難い過誤

や欠落があるか。)に関する控訴人らの主張は採用できない。

4 ほかに(本件発電所につき控訴人らの生命 。身体に係る人格権が違法に侵害

される具体的危険があると認めるに足りる証拠はない。したがって、本件 2号機

の運転差上を求める控訴人らの請求は理由がない3

第4-結論    :

以上のとおり、控訴人らの請求を棄却した原判決は正当であり(本件控訴は理

由がないからこれを棄去「することとして、主文のとおり判決する。

仙台高等裁判所第 3民事部

25 裁判長裁判官

30

倉   澤 , 守   春



裁判官

裁判官

綱 島 公 彦

栗 原 志 保
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(別紙) :当 審における争′くについての控訴人らの主張の要旨  1 ■  |

本件避難計画が原子力災害対策指針等に照らし、具体的かつ合理的なものであ́るこ

とを確認した女川地域原子力防災協議会の判断及びこれを了承した原子々防災会議

の判断の過程には、以下のような看過しがたい過誤・欠落がある。  _    |

第1 避難退域時検査場所 (検査所)の開設について

1・ 検査所を開設できなぃし、継続もできないこと           、

以下の理由により、検査所は開設できないし、継続もできない。

|(1)オフサイトヤンタ■に誰が参集するのか、参集するまでの時間が不明であり、

オフテイ トセンタとは機能 しない。使用できる検査所 と使用できない検弯所を

イ判断する手順が決められていな,ヽ し、決められた検査所に必要な要四が季ll着す

;iるまであ時間も不明である力ゞら、在フサィトヤン寛―は使用できる検査所を決

められないと

(2)原子力災害時における避難退域時検査及び簡易除染や二ニアルに定められ

●た検査所ごその寿施計口が策牢されていない。, |

(3)検査所ごとの必要最小限のレーン (可搬型ゲート:モニタ)数を検討レておら

｀
ず、確保 (購入)も しておない。道路渋滞や責任者不明により搬入もできなぃ6

(4)検査所に必要最小限の要員数を把握しておらず 確ヽ保もしてぃない。被控訴

人からお00ゑ て宮城県から320名あ派遣によらて必要数が賄え冷保護イユな

い6要員を派遣する具体的移動手段や所要時間も調べていないと

(5)検査所に必要最小限の要員数を把握していないので、これに比例する必要最

‐小限め資材の量を決定できず、したがって確保もされていなv▼ 購入済み?[方

護服は216着であり、上記(4)の派遣数にも足りておらず、交代要員の分ヽ

ないしt継続日数も不明でその分もない:搬入の手段も所要時間 調ヽざておら:

ず(道路渋滞も考えれば搬入できる保証はない。  i    ● : I

(6)検査要員が検査所で寝泊まりするための食料、宿泊施設、トイレを確保して
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ぃないし、事故発生後はこれらの調達も搬ハもできない。         十ヽ

(7)避難車両が検査所の周囲の道路を理める前に、レエン、要員(資材(食料、

宿泊施設、をトイレ等を搬入できない。現在保有しているレ■ン数は12で明ら

かに少ない。搬入手段 (業者)も確保できるか分からず、いつ搬入できるかも

:不日月であり、他県からの貸与をあてにすべきではない。      ′ ~

(8)検査所ととの処速能力を調べておらず(検査所を何日歯継続するのかも分か
|

らない。鷹来の森運動公園の検査所で検査を受けることが予想される約3万 3

1734台を通過さ!せ るには、ヽ1台 1分 としても23日近くかかることになるが、

そのような継続1まできなヤ
_ヽ9          -         了

2 女川地域原子力防災協議会の判断の遇響I千ゃけp過誤・欠落

.女川地域原子力防災協議会の作業部会trおいて、検査所の開設につき、「開設

の条件は何か」「開設の条件であるレーン、要員、1資材は確録されているのか」

「開設の条件であるレーン、要員、資材、食料、宿泊施設、トイレ等を検査所に

搬入できる時期1まぃつか」「避難車両が検査所の周菌の道路を埋ある前にそれら

を搬入できるか」等につき議論されていない (欠落)。      ・

上記■のとおり.(これらが決まっていなければ、検査所の開設はできないにも

かかあらず、1令和2年 3月 25日 の協議会におぃて、検査所を開設し,、 避難者は

避難先に向かう前に検査所において所定の検査を受けるという本件避難計画を、

.具
体的かわ合理的であると確認したことはヽ 検査所は開設されないという現実を

無視した判断である (過謀)。 また、原子力災善対策指針が行うよう求あている簡

易除染ができないのに、上記確認をした判断も過誤である。        |

本件避難計画によれば、避難指示が出れば大多数の人は検査所が開諜されるも

のと信じて我先に検査所に向かうことになるが、校査所は開設されないたつ、渋

滞によつて付近の道路上で拘束され、口P2内から脱出することができず(本件

避難計画がない場合よりも大きな被ぼく被害を受け、あるいは体調不良が続出す

ることになるのであつて、本件避難計口はないはうがましであるざ

25

35



●

●

　

●

一

庁第 2

1

ィバスの確保 と配備について

バスの確保 と配備ができないこと

メ下の理由により、バスの確保と配備ィまできない。

緊急輸送に必要なバ'ス の 卜‐タル台数
｀
(席数)を把握していないЬ(1)

(2) バス事業者に協力を要請する責任主体にう予:ヽ てく、県と公益社団法人宮城県バ

ス協会 (協会)と の間に争いがあり、バス事業者に封する継続的協力要請が (双

方から)行われていない。八スの確保に責任を持つ県庁内の主体も定まってい

ないも提供を受けれがスを手配する実行責任が誰かについて県と協会の見解は
十                  ́            下

対立しており、現状では、事業者からバスあ提供を受けても手配者が不在で、

バ不力`下時年合場所呼季1青するこllまない。バスがいつ来るのかについてつ避

難者からの問合せ先も整備されていなセ`とi       l ・  Ⅲ  :

(3)厚生労働省の已女善基準告示で定めるバ女の連転手の拘束時間 (Fl日,(始業

時刻から起算して24時間)の拘本時間は13時間以内を基本としくこれを延

,長する.場合であちても16時間が限度」「1日 の休息期間は継続s時間雰■必

1妻」:(甲 Bllの 7の 3))内に事業所を出て 事ヽ業所に戻ること嬉不可能でゎ

るし、検査所が開設されなければ行先不明あバスとなる」:それを承知で連転を

引き受けるものはいない。: l          i :

イ4)添乗貞 |(市の議員)を確凍していなぃと未乗貞あ役害iも 決められてぃないも

役割が不日月で、添乗した後どうなるか見通しが全く不明なバスに添乗する職員

j添乗がなけれ減避難を1開始できない1は存在せず、確保とまできなヤ:ヽ。職景し

2 女川地域原子力防災協議会の半1断の過程における過誤・欠落Ⅲ  :

女川地域原子力防災協議会が、上記 1の課題について何ら議論することなく、

!苓和 2■ ,角 25日 ?協議会にぉいて―バスの確録と酉己備を前提とする本件避難

計画を、具体的かつ合理的であると確認したことは、バスの確保と配備はできな

いという現実を無視した判断である (過誤)。

本件避難計画によれば、自家用車を有しない避難者は、来ることのないノゞスを

10
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来るものと信じて二時集会所で待つことになり、UPZ内から高佳脱する機会を朱

しヽ、一時集合場所内あるいは自宅との往復で放射性物質 長々期間浴びる焉とにな

るとバスが来ても、検査所が開設 されなければ(検査所から続 く車テJo中 に閉じ

込められ、通酷かっ危「父な避難となる9      1
第3 本件避難計画は避難計画が存在しない場合よりも増災をもたらすこと

i検査所を開設おきず、〉ミスの確保と配楕かできないという本件避難計画の不備

|こ キって、本件避難計画が存在しなぃ場合キリも:さ らに進難が遅れ、恐いし避審

ができなくなることは必要であり、本イ牛避難計歯lま t,減災ではなく増災をも■ら

す。その被害を受けるのは(PAZィ、準 PAZ及 びUPZに 居住する人のほげす

10 べてである。
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(別紙)   当審における争点についての被控訴人の主張の要旨    '

以下のとおり、控訴人らの主張は、段階的な避難等を前提とする原子力災害対策指

針の防護措置の考え方を踏まえず、一斉避難を前提とした場合の避難計画の個別の問

題Jミ を綾々主張しているものに過ぎず、防災基本識画みび原子ヵ栞害対策指針が基本

理念として示す「減災」の考え方に照らしても、女川地域の緊急時封応を確認ないし

了承した女川地域原子力防災協議会ないし原子力防災会議の判断に看過し難い過誤

や欠落があることや、原子力災害対策指針に照らし、女川地域の緊急時対応が具体性

ないし合理性を欠くことが明らかであることを主張立証するものになつていない。

第 1‐ 原子力災害対策の意義にっいて
i         ・      r

我が自の災害対策の根幹をなし、防災分野の最上位計画にあたる防災基本計画

においても、
―
災害の発生を完全に防ぐことは不可能であることから、災害時の被

害を最小化し、被害の迅速な回復を歯る「減災Jの考え方を防災の基本理念|し、
:た

とえ被災しだとしても八芥が矢われないことを纂車視し、また経済申被害がお
=             '  

急策を組み合わせモ災害に備え、災害時あきるだけ少なくなるよう、1さ まざまな,

社会経済活動への影響を最小限にとどめなければならないとされている。上評の

基本理念を踏まえ、国及び地方公共印体は、それぞれの責務I睾従い、各方面にお

いて減災に係る施策を講じるととになるが、災害の発生を完全に防ぐことは不可

1能であるが故に、その施策には限りがない。このたあ、1災防災会議は

'基

本計

画の実施状況並びにこれに基づく防災業務計画及び地域卜方災計画の作成状況及
.

び実施状況を定期的に把握するとともに、防災に関する学術的研究の成果や発生

した災害の状況等に関する検討と併せ、その時々における防災上の重要課題を把

握し、これを計画に的確に反映させて実効性をより高めるたあ不断に見直すこと

とするカミ、これあたっては、減災に資する知見て訪1練等によつて得られた教訓、

地域住民の理解ないし情報共有 .と いった様々な事項が考慮されることになる。避

難計画を含む原子力災害封策についても同様であり、原子力災害対策指針におい

ても、「そもそも防災と,は、新たに得られた′知見や担握でき々実態等を踏事え、実
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効性を向上すべく不断の見直しを行うドきものである。本指針についても、この

ような観′点から、今後の検討結果に加えて、地方公共団体|の取報状況式つ防災訓練

め結果等を踏まえ継続的な改定を進めてし、くものとする。」と明記されている(恥

11〔 81頁〕)。  :    :

以ヽ上のとおり、原子力災害においても他の災害と同様に災害の発生そのものを

完全に防ぐことはホ苛能であるとした「減災」の考え方に立って、.不断の見直し

を前提とする措置が講じられるが、どこまでめ措置を講じれば、上記の責務が果

たされること1こなるかをあらかじめ決めることは内難であiる からくかかる継続的

検討を行うことにようて、国、地方公共団体等の負う責務が果たされることとな

i  る。                     |

第2 女,|1士也域ゅ緊急時対応作成までの検討状況について

rl女川地域の緊急時対応にっいて嘩、平成27.年 5月 15日 の第1回女川地域原

子力防災協議会作業部会から検討が開始され、令和2年 3月 23日 の第24回作
 ` ‐!    :結

果か取りまとめあれ、口月2も 日に言業部会において、作業部会:と しての検謙
:イ

桂きれた第 1回女川ナ也域原子力防災協議会におしヽて 女ヽ川地裁の緊急時対応につ

いて、原キカ災害対策指斜等に照らし、具体的かつ合理的であることが確認され

,た1そあ後、新型|ロ チウイルネ感染症等あ流行下イとおける各種防護措置の具体

イヒ等|こ伴う已女定作業の後 同ヽ年6角 ■6日 の第2む 回作業部会において改定内容

の検討結果が取りまとめられ、同月17自 に開催された第2回女川担域原子力防

栞協議会にぉぃてヽ ■層の具体イヒ・充奉化を図るものとして、女川地域の率急時

対応の改定を行うことが確認された (甲 Bldの 5の ご3)を これらの検討を経
!

そ、令和2年 む角.22日 に開催された第10画原子力防災会議において、上記協

議会で確認した内容を報告し了承されている (甲 B41の 1)。

・ 以上のとおり、女川士也域の緊急時封応はて計26回の作業部会を経て、女川地

域原子力防災協議会において、原子力災害対策指針等に照らし、具体的かつ合理

的であることが確認され、また、原子力防災会議において、上記協議会で確認し
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た内容を報告し了承されている。さらに、国及び地方公共団体等は、訓練等を踏

●まえて改善点を発見する作業を繰り返し行いく見直しを行ってきた結果、令和5

年 1?月 26目 に改定された (る ■2)。                ́ ―

第3 控訴人らの主張について                i
本件避難計画を含Ⅲ女川地域?緊急時対応に声いてく原子力災害対策指針の防

護措置の考え方を踏まえたwPZ内における具体的な封応については、緊急時モ

ニタリングによる測定結果から対象地区を特定して段階的にす時移転等を実施:

することになってぃる。拌訴人いは、「談査所をFォロ設できない」、|「
バスの確保と配

備ができない」という理由で本告避群計画には実効性がないと主張するが、以下

めとおり、いずれの主張もヽ 段階的な避難等を前提とする原子力災害対策指針の

防護措置の考え方を踏まえず、住民が下斉避難することを前提とした場合の避難

計画の個別のFロロ題点を篠 主々張しているものに追ぎずて防災基本計画及び原子力'

I災害対策指針が基本理念として示す「減災」め考え方に熊らしても、女

'II地

域の

業急時対応を確熟な沐レヤ承した女)il地域床子カト方災協議会ないし原子力防災

_会議の豹野iと看適し難い適誤や欠落があることや(原子力災害対策指針に照らし、

女川地域の緊急時対応が具体性全いし合理性を欠くことが明らかであることを

主張立証するものになつていない。 イ        I  I

避難退域時検査場所 (検査所)を開設できないという主張について

開設までに下定の時間があること

女川田丁及び石巻市において震度う弱以上の担震の発生を認知した場合(国
|

i原子九規制庁及ひ内閣府 (原子力防共担当))|よ情報収集活動を開始し、警歳

事態に季つた場合にT兄地への要員搬送や緊急時モニタリングゅ準備を開始す

る。をして、警戒事態から施設敷地素急事態、全面緊急事態べと緊急事態の段 ,

階が進展してし`く中で、国(宮城県及び被控訴人は、避難退域時検査場所の開

設に尚けた人員・資機材の移動準備等を開始し、体制を整えていくことになるも

検査所の開設準備体制が構築されてから住民の避難t一時移転がFォ弓始される

2丘
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までに一定の時間があり、その間に検査所QF牙弓設を完了させることができる。

(2)開設場所、人景、資材等

宮城県では、緊急時の避難を円滑に行うため、UPZ内八日や避難経路等を―

考慮し、1避難元市町と各避難退域

～

検査場所の対応付けを行つた上で 避ヾ難選
手

域時検査場所として21箇可?俸

“

地をあらかじめ準備している (乙 1?〔 1

68票〕)9   1          'ィ   ‐

検査所は、宮ナ威県及び原子力事業者である被控訴人が国、関係自治体、関係

1機関の協力のもと運営する (乙 12〔 169頁〕)。.避難還域時検査は、宮城界、

被控訴本及び蘭

“

機関等?要員により実施し、指定公共機関 (国立研究Fォ]発法

人量子斜学装術耕先開発機構・歯車研究F汗月発法人日本原子力研究開発機構)は

国及び関係自治体からの要請に基づきk要具及び資標材111冷芸援を実揮す今

(と 12〔 160頁～
172頁〕)と 被控訴人は、1備蓄資機材を活用して600

天進度あ姜員必避難退域時検丞場所丈動員する (る 12'〔 14‐ 6.('169頁〕)|イ

ほか、原子力事業者12社間で締結している「原子力災害時における原子力事

業者間:協力協走」|こ基づき、原子力決害発災後の避難や二時移転等において、

i放
射線防護資機材等が不足する場合、原子力事業者は、保有する資源 (要員・

資機材等)を最大限供給し支援することfと している。要員につし`ては、原子力

共害時の周辺地域め環第放射線モニタリング及び周』区域の汚染検査・汚染除

去に関する協力要員を派遣すo体制を整備している。現在は3000人の体制

となってお`り、避難退域時検査等の;交代婁員を考慮した十分な支援体常Jと なう

ている (乙 22〔 38買〕)。 資機材については、サーベイメータ360台 (個

人線量計1000個、!全面マ不歩110o6個 、タイベジク女■ツ3万着等を最

大限供給することとしている (乙 12〔 146責、〕)。 加えて(被控訴人はく東

京電力との間及び北海道電力との間において そヽれぞれ原子力災害時における

相互協力に関する基本合意を締結しくさらなる支援体制の充実を図つている

(乙 22〔 39頁、40頁〕)b   i                l

彦5
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:宮城県は、宮城県等原子力施設が立地する14道府県との間で締結した「原
手  に基づき、サ▼ベイタータなど緊急時モ子力災害時の相互応援に関する協定上

ニタリング資機材等の原子力防災資機材あ貸与、提供を受けるとともに、緊急

時モニタリング職員、緊急時医療関係職員の派遣を受けることができることと

なってvヽ る (乙 士?〔 ユ3s頁〕)。 また、
!亨

城屏守
の今35.申町Ⅲとゆ

:災言

時における宮城県市町村相互応援協定」(ゴヒ海道、青森県、岩手県、秋田県、四

形県、福島県及び新潟県とのi「大規模災害時等の北海道i東北8道県押
=応

援

I手関する場定」及び全国都道府県と1の
「全国都道府県における災害時等の広域

ド琴|こ関する協定」t千碁づ芦
―,本的事援、物的支援、施設または業務の提供等

‐ を受けることができることとなうてvヽ る (乙 12〔 138頁〕)も  :
｀
         |が 、実際の避難時には適宜災害の状況にそして、避難計画は、関係自治体等

1応
じて臨機応変に効果的に人員を呼言し、配置された人員,も 適宜状況に応じて

,臨機応変に対応しながら運用することを前提どしてお.り 、災害の状況に応じて

1適時適切に姑応することになうてャ`るPr  、  !     i   :
(3): 可搬型ゲ∵トモニタ (レ■ン)等 i手ついて   ´

宮嫉県で1よ、福島第■原発荒故時の放射性物質の風下方向八の拡散秦績 F々巷

i ま,えて検査所イ央補地 21箇所の全てを筒岸|こ使崩するあではなく、最大 ,箇所

程度 (北西 。西北西)で使用することを想定している。

避難退域時検査の方法は、検査要員が表面汚染検査用測定器であるサーバイ

メ■夕を用いて測定することになつている (乙 2il〔 20頁〕)。 具体的にはヽ

宮城県及び被控訴人から動員された検査要員がく官城県内の備蓄資機材である1

サーベィメータを活用して検査を実施する6検査要員及びサ■ベイメァタが不

足する場合でも(原子力事業者や自治体から、それらを供給支援する体制が整

備されている。したがつて、検査要景やサーベイメータが不足し、避難退域時

検査ができないということはなぃ。ゲエ ト型モニタの測定用途は、1検査の初期

段階で章両のテイヤ側面部が原子力災害姑策指針が定める除染の基準の基準
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値以下であるこ|と を判別する際に、サ∵ベイメータによる測定に代えることが

できるものであり、ゲート型モニタは検査に必ずし,も 必要4即定器ではない。

宮城県が保有するゲート型モニタは、チ兄存|、イ仲台市内、大崎市内みび気仲甲

監加或時検査場所まで輸送する際lま〔住民等市内の倉庫に保管されており、避難逆

の避難や一時移転の方向とは逆方向に輸送し設置することになる。  1

(4)検査所の要員の食料、宿泊施設、 トイレ

“

っいて      :    |
―
 住民等の避難や下時移転は段階的に行われることから、検査所のトイ

`の

混

1 
韮はな定きれなtヽ。また、向様の理由により、検査所の要員の食料調達や宿泊

施設の確保に支障が生 じるとい うことはない。     ,・

2 バスの権保と配備ができないという主張について           ′

む P2為 か らの避難及び一時移転イよ、緊魯時■ユタ リングの結果 に基づ きて対

象地域を特定し1迫間程度内に実施するものであり、この際に必要となる輸送能

力ゆ確保については、宮城県が宮城県バる協会 (協力事業者86社)と の間で「原
:

卒力災害時における緊急輸送に蘭する協定書●を締結しており、宮城県ノゞス

"会

′

が調整1確保する車両により、住民の一時移転に必要な車両台数を確保するイ本争J

が整備されている (乙 li 2〔 49頁、50買、■ 1:1頁〕)。 |    ｀
|   :

警歳事態に至った場合t宮城県は、♪本之及び準PA2内住民の避難用ノゞスを
:

手配するために富城県バズ協会等に準備要請を行う。その後、事象が進展した場

合、宮城県は(口 P'Z内住民の一時移転等に備えⅢ宮城県バ不協会等にがスの好

遣準備を要請する (乙 12〔 26頁、02貢、84頁、101頁〕)。

官城県災害姑策本部には首城県バス協会からリエゾンが派遣され、O宮城県が

ジエゾンを通じて宮城県バス協会に対し、どの‐時集合場所に何台バスを手配し Ⅲ

そ欲しし`かを伝え、②昔城県バス協会が会員名簿等を踏まえて各会景であるがネ

会社に対し、順次要請に応じられるか、応じられる場合(いつ頃バスを到着させ

られるかを問い合わせ、③その結果を宮城県バス協会またはバス会社からリエゾ

.ンを通じて宮城県に連絡する、というのが基本的な流れになる。
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上記の過程を経て一時集合場所にバスが派遣されることから、控訴人らが主張

するよう1とバスが二時集合場所に配備されないということはない。さらに、宮城

県内で実施された原子力防災訓練に指定地方公共機関等として宮城県がス協会

が参加じ、これまでに首城県や関係機関との連携や、必要台数のバスの調整 ,確

保ゅ協力体制が昨認 苓■下いる。UP之内 のバス会社 (宮城県バス協会に所属 )

が保有する車両は105台 t宮城県全体では80社、2468台である (乙 12

〔o5頁、39頁、111頁〕)ょ 官城県内の輸送手段では不足する場合、他県と・

の応援協定に基らき、隣接県等から輸送手段を調達することになる。東北各県の|

バズ保有台数は青森県2065台、1岩手県‐1640台、秋,田 県1311台、山形

県'1290台、福島県2!34o台、以上合計8652台 となつている(乙 12〔 I

ll頁〕)。 宮城界が確公レ4翰送手段では対応できない場合、国の原子力災害対
′

策本部分らの依頼に基づき、国土奈通省が関係団体、関係事業者に封し、協力を

要請することにより必要な輸送能力を確保することになつているとさらに、不測

の事態により確保した輸送能力で対応できない場合、実動組織 (警察、消防(海

: 上保安庁、f自 衛隊)に支援を要請することになっている (乙 12〔 1■ 1頁〕)。

このように、住民Iの避難や下時移転に必要な輸送能力を確保するイ本制が整備さ

れていることから、バスの確保と配備ができないなどとする控訴人らの主張は理

由がない。                              i
以  上
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(別経)原 子力共害時における石苔市広域避難計画 (甲 B5)の骨子

1 概要

(1)本計画は、1本件発電所における重大事故等に起因する原子力災害の発生若し

くは発生するおそれがある場合に備えて石巻市地域防災計画 【原子力災害姑策

編】に基づき、事様の進展及び拡大に応じ(各地区に封し段階的に避難等指示

が発令されることを想定し、市域を越える広域的な避難措置に必要となる方法

や体制守を定っ冷も?である
.。
原子力発電所で事故が発生し、放射性物質が環

募中に必出された場合、放射ll生物質!ま
風向風速等の気象条件によらて拡散する

地域にばらiつ きがあるため、即時に市内全域に拡散することはないと考えられ:

るが、本計画は、1事故の急速な進展や気象の不確定性を考慮して、屋内退避を

:実施しっち広域避難を行うことを想定するものである (「はじめに」。ttB 5

(2本女目))と           , :        、               ´

(2)!本計口は、 F第 1 上
撃的事項J、 「第2 広域避難計画の封象地域」、「第

'i3 
防護封策の決定」(「第4 事故発生から広域避難までの流れ」、「第 5

、
               _      .:    ,    

‐

広域避難の方針」、す第6 広域避難の方法」、「第7.安定ヨウ素剤の酉己布」、

「第8 住民への情報連絡」、「第9 避難所への入所及び避難所運営」、「第

10 避難先市町村の避難者受ハ体制と業務」、「第11 石巻市と避難先市

町村との連携」(「第12 今後の検討課題」を定める。このうち、上記第2

ないし第5及び第12の骨キ等は以下のとおりであると      l i i
・       ~                     (

2 「第2 広域避難計画の対象地域」               '

(1)本件発電所からおおむね5km圏内を予防的防護措置を準備する区域 (P本

IZ)と
し、おおむ430km圏内を緊急時防護措置を準備する区域 (UPZ)

とす0と  
｀ |  ;||

(2)PA之 は、柱鹿地区の谷川、大容)il、 鮫浦、泊、前網、寄機の各行政区 (人

ィロ合計546人。平成29年 5月 末現在。以下同じ1)及び荻浜地区の荻浜及

び小積浜 (人 口合計65人)とする。

10
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'UPZは、`市内全ナ也区のうちP本 Zを除く全域 (人 口14万 6322人 )と

する。      |   ィ        ,

(3)さ らに(牡鹿半島南部の住良は陸路により避難を実施する場合ていつたんP

.AZを通過することになる■ゆ〈地理的状況を勘案し、以下のUPZ内 ,の行政

区にういては、PAZに準じた[方護措置を準備する区域(PAZに準じた区域)_

とし、基本的にP ttZと 同様の防護措置をとることとする。

(PAZに準じた匹域): ―              i  、

件鹿増区?鮎)||(金苧山、新山、長渡、網地、十八成、小渕、給分(大原、

小網倉の各行政区 (人 口合計2150人 )、 荻浜地区の牧浜、竹浜、狐崎浜、

鹿立兵、福貴浦 (人 甲合計399人 )(´ 石巻地区の田代浜 (仁斗田・大泊)(人

口合計64人 )

、      | (以 上、申B5(P頁 ))

3-「第 31 防護対策の決定」

(1)素急事態の初期姑応段階において実施する防護措置の基準として、基本的に

環境中⌒放射性物質が放出される前は、緊急事態区分及び緊急時活動レベル

(OAL)を用い、放射性物質放出後ィよⅢ連用上9↑入レが″ (OII)ヂ邪

ヤヽられる。 !        !                      ;     i

(2)EALは、主に環境中に放射性物質が放出される前ゆ段階において 予ヽ防的

[方護措置を実施するために原子力発電所の状態等で設定されるもので、以下の

とおりとされている。     |

ア 警戒事態 |                           ｀

(公衆入の放射線による影響やそのおそれが緊急のものではないが、異常事態

の発生又はそのおそれがあるため、比較的時間を要する防護措置の準備に着

手する段階)       .        f     i

イ 施設敷地緊急事態  ́    :

(公衆に放射線による影響をもたらす可能性のある事象が生ヽじたたIめ、緊急時

15

25



 ヽ .      ・

10

に備み 避々難等?主全中護措置の準備を開始する段階)

ウ・全面緊魯事態 !:    !  ―           ィ

(公衆に放射線による影響をもたらす可能性が高い事象が生じたため、、確疋
~的

影響 (■定量の放射線を受けた場合に必ず現れるとされる影響)を回避し、
｀
確率的影暮 (二定豊の抜射線を長サた蕩巷Iよ 拡今t也 :現れるおけ奉な蕉t

放射線を受ける量が多くなるはどヽ 現れる確率が高まる影響)め リスクを低

減する観点から、迅速な防護措置を実施する段階) 上      :

(3)OILは 1環境中に放射性物質が放出された後の段階において、主に確率的

: 影響の)ス クを低減するための防諄措置を実施するため、緊急時モ■タリィガ
′
結果と比較して判断するための基準として設定されるもつでわり、必下のとお

iり とされてぃo。         :       … 1       1
1ア OI二 1ヽ(緊急防護措置) と       |

｀
地表面からの放射線、再浮遊した放射性物質の吸人、不注意な経口標取に

・       ― '  I 
等を数時間内に進薙 |(空間歳射線量峯ょる被ぼく影響を防生するため、住民

等が高い又lま高くなるおそれのある地点から速やかに離れるため緊急で実

施するもの (甲 B5(9頁)))や屋内退避 (放射性物質の吸入抑制や中性

子線及びオンヤ線を述蔽することにより被イずぐの低減を図る防護措置 (甲 B

5(9頁 ))1)等をさiせるための基準。数時間内を目途に区域を特定し、避

難等を実施するも?とする9  :         !        :
ど61L2(早劫防護措置)   |      .

1池表面からの放射堺、再浮遊|た放射性物質の吸入、不注言な経口摂取に

よる被ばく影ン響を防止するため、地域生産物 (放出された放射性物質により

直接汚染ざれた野外で生産された食品であらて(数週,間以内に消費挙れるも

・の (甲 色4(り 買))の摂取を制限するとともに、住民等を1渾間程察内
|こ

す時移転 (緊急の避難が必要な場合と比較して空F日日放射線量率等辱低い地域

であとるが、日常生活を継続した場合の無用な被ぼくを低減するため、■定期
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4

(1)

間あうちに当該地域から離れるため実施するもの (甲 B5(9票)))さす

るための基準。1日 内を目途に区域を特定し、地域生産物の標取を制限する

とともに(1迫間程度めに■時移転を実施するものとする。「

ぢ              i       (以
上、甲B5(5頁 )′ )

1第 41事故発生時から広域避難までの流れ」      _

事故発生後、放射性物質あ放出前において      モ

テ EALが警歳事態の段階      ―  :       `
PA2で、施設敷地緊急事態要避難者 (避難の実施に通常以上の時間がか

かり、
｀
かつ、避難め実れにより健康リネクが高まらない者、安疋~ヨ ウ苓芦Jを

、事前配布されていないを、採|ま安定ゴウ素斉Jの服用不適切者のうち、施設敷

士也緊急事態において早期の避群等が必要な者 (甲 BI,(骨 真)')の輩群準

備をする。具体的には、石巻市はヽ事故に関する情報を広報し、施設欺地緊

急事態要避難者に対し避難準備を行 うよう広報し、避難搬送用バスを確保す

る、住民等のうち、施設敷地葉急事態要避難者は、避難支援者への連絡及び

必要な搬送手段の避難準備を行う・とのとされているb        r

イ EAとが施設敷地緊急事態の段階     i

PAZでは、施設敷地緊急事態要避難者の避難を実施するとともに 住ヽ民

iの避難準備をする。具体的には、石巻市は、居住する住民等に姑して避難準1

怖情報を広報し、施設敷地緊急事態要避難者に姑して避難指示を発出し、避

守けるものとされ、住民等は 避ヽ難準備難搬送用バスを一時集合場所に差し

'

を行い、薮地施設緊急事態要避難者は、定められた避難先に広域避難を開始

し、避難手段のない場合は、|一時集合場所で待機している避難搬送脚バスに

:よ
り広域避難を行うものとされている。       _´

u,zでは、屋内退避準備をする。具体的には、石巻市は、全住民等に対

し、屋内退避の準備を行うよう広報 |、 進難搬送用バスを確保し

'住

民等の

うち、要配慮者は、屋内退避の準備を行うほか、避難準備を行うもの

“

され

10
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,ている。

ウ EALが全苗緊急事態の段階  :

PAZでは、住民の避難その他の措置を実施する。具体的には、石巻中は

避難指示を発出する等しヽ 住民等1ま、定められた避難先に広域避難を開始し、

避難手段のない場合は、一時集合場所で待機している避難搬送用バるにより

広域避難を行う'も のとされている。                 ｀

UPZでは屋内退避を実施し(プフントの状況悪化に応じで瑞階的に、住

民の避難その他の措置を実施する。具体的には、石巻市は、全住民等に対し、

、屋内通避指示及び避難準備情報を発出し、.住民等

'ユ

、屋内漂避を寿施し、:避

難指示が発出|れた時に速・ミ
つかに対応可能となるよう備えるものとされて`

: |いる。  
´

(2)放射il生物質の放出後

放出から数時間以内を目途に(UPZで 緊急時モニタリングを実施するととィ

もにくOiと 1の段階では、
1数時F日可募内に区域を特定しヽ避難等を実施する。

具体的には、住民等は、緊急時モニタリング結果が 5010ヤ イクロシエベル ト

を超えた地域にお`いてはヽ 数時間内に避難等を実施するものとされている。

OIL2の段階では、放出から1週間程度内に区以を特定し、■時移誓を実

施声する。具体的には、緊急時手■タリングの結果が 2‐ 0マイクロシ~ベル 卜`を

超えた地域において1まt食物摂取市1曝|と ともに、1週間程度以内に一時移転を

実施するものとされている。                    |
(以上t ttB 5(6頁ないし8頁))

5

(1-)

「第ら 広域避難の方針」

PAZにおいて

ア :避難する基準

放射性物質放出前に、原子力施設あ事故の状況に応じて、菌から避難指示25

が出された場合に避難する。
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(2)

イ 避難する手段    i   ′・

、基本的に自家用車で避難するが、自家用車を利用できない住民等はこ国(

県又は市が確保した避難搬送用バス等により避難する(担区ごとに指定した

■時集合場所 (自 家用車による避難が困難な住民等が、国・県・市が準備サ

る避難搬誉用八ス、大型船坤、/今 り圭プタ■等の輸送手段による集団避難に

.備え、車両等に乗車等するための集合場所 (甲 色ЬI(12責)))に集合す

るゝ。             ・      ・        ―      .

ウ 広域避難のル‐″                       |

行政曜ごと1こ定つた避難経蕗ど通り(避難先|●村の避難所棄付ステ■ン

ョン (避難した住民等に対して避難所を割り当て(避難所まで誘ヨ。案内す

る場所 (甲 ]5(13頁 )1))を 目指して移動し、ここで最終的な季J着地で

ある避難所への案内を受け避難する。

手 、避難先  i         ―・   |

宮城県大崎市          :

オ なお、避難経路について、自家用車や避難搬送用ノドス等お避難する場合lま、

国道、県道、市道等の幹線道路を基本的に定めた避難経路を使用すると避難

経路により円滑な避難ができるよう(県警察本部は交通規制及び交通誘導を

実施するものとされそ (甲 BI写 (12耳))。

UPZにおいて         :

ア 避難する基準

募射性物富放出後に、甲・県が測定した空間放射線量率に応じて、国から

避難指示が出された場合に避難する。ただし、原子力発電所の事故の状態に

応 じて、放射性物富放出前に対象地区の住民等に対 し、段階的に避難を実施

する場合がある。.    ;

イ 避難する手段               !

基本的に自家用車で避難するが(白 家用草を利用できない住民等は、国、

う

25
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● `|

避難先エ

県文lま市が確イ呆した進難振た送用バス等にキη避難する。 (地区ご11手
指定し

た■時集合場所に集合する。)               .

ゥ 広域避難のノレ
~″        1       1     1

行政区ごとに定めた避難経路を通り、避難先市町村の避群v票付猾テァィ

ョンを目指して移動してここで最終的な到着地である避難所今の案内を受け

避難する:=ただし、放射性物質放出後に避難した場合は、退域検査ポイント

(歳射性物質の付着状況を確認する検査 (避難退域時検査):をする場所 (甲

B5ti 3責)))を導過し、通過註明書を受け取ると |

宮城県内27市町村

(3)

を確実に実施するためti国、県の協力を得て、`避難に必要な避難搬送用バネの

確保に努める、県は県バネ協会等と協定を締結し、あらかじめ緊急輸送に関す

イる協力体制を整備する予定であ,る (彗難搬送用が不には、市職員を否乗させ広

域避難所まで誘導すoものとされている。  i       ~

・ ′     ↑      (以 上ヽ甲Br 5(1・ 0頁、121頁、:113頁))

「第12 今後の検討課題」 |              :  i  f  i

本計歯1ま、避難先、避難等の半け断基準、
:避

難手段(避難糧路等に,いて定あた

ものであるが、より案効性のある計口としていくため、原子力防災訓練等による

検註を含あきら

'こ

検討を進め、本詳歯や各種マニュT″等に反映してv→
くことと

する。、現時υくで
'ま

、下記のとおりの検討課題があり、今後、関係機関と協議を準

めていくこととする。 |.               i

(1)避難経略及び避難手段の確保における甲係機関|の事援管制

(21 避難経路での渋滞対策、降雪村策   ‐ !

(3)在宅要配慮者の避難方法      |       :
!

(4)行政機能移転体制の整備   |        :
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(メ上、甲B5(39頁 ))
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